
別添様式

令和　　年　　月　　日

国際標準に係る官民ハイレベルフォーラム　
オブザーバーメンバー登録申請書

「国際標準に係る官民ハイレベルフォーラム規約」及び「国際標準・ルールに関する行動宣言」に同意し、以下のとおり、国際標準に係る官民ハイレベルフォーラムのオブザーバーメンバーの登録を申請します。

	項目
	記　　　入　　　欄
	備考

	フリガナ
企業・団体名
	
	

	
	

	

	担当者連絡先
	部署
役職
	
	

	
	ふりがな
氏名
	
	

	
	
	
	

	
	住　所
	〒

	

	
	電話番号
	
	

	
	E-Mail
	
	

	【登録要件】
企業又は団体としての国際標準活動の実績、又は今後の取組み予定について記載ください。実績についてまとまった資料がありましたら、あわせてPDFファイルでご提出ください。







	【欠格要件】
　以下の欠格要件に該当しないことを確認の上、下記□にチェックをお願いします。（チェックがないと申請を受け付けられません。）

□　当法人（団体）は、以下のいずれの欠格要件にも該当しません。
　　・法令や公序良俗に反するおそれ
・我が国の国際標準活動に不利益を生ずるおそれ




＜添付書類＞
　以下の書面について、ＰＤＦファイルにて添付ください
・定款又は設立趣意書等、団体の目的が分かる資料
・法人又は団体としての活動内容が分かる資料

＜オブザーバーメンバー登録手続等について＞
・本様式を国際標準に係る官民ハイレベルフォーラム事務局（Mail：nsis※cao.go.jp　迷惑メール防止のため、「@」を「※」と表示しています。送信の際には、「※」を「@」（半角）に変更してください）まで送付ください。事務局において必要事項を確認の上、オブザーバーメンバーとしての登録の可否について回答いたします。
・国際標準に係る官民ハイレベルフォーラムの規約又は総会の決議に違反したとき、本フォーラムの名誉を傷つけ、若しくはフォーラムの目的に反する行為をしたとき、オブザーバーメンバーとしての活動実態がないと確認されたとき、法令や公序良俗に反する恐れがあるとき、我が国の国際標準活動に不利益を生ずるおそれがあるとき、またはその他登録を認めるべきでない正当な事由があるとして、事前又は事後に本フォーラムへのオブザーバーメンバー登録が不適当であると事務局が判断した場合、オブザーバーメンバー登録を認めない、又はオブザーバーメンバー登録を取り消す場合があります。
・登録にあたり入力いただいた情報は、本フォーラムの事務運営のみに使用し、個人情報保護関連法令等で定める場合を除き、個人情報の目的外使用を行うことはありません。
・オブザーバーメンバーとして登録後は、登録いただいたEmailアドレスに、ハイレベルフォーラムで収集した情報やその資料、取組等を送付するとともに、ハイレベルフォーラムに対しての意見提出が可能となります。詳細は個別に事務局から連絡いたします。
・登録内容の変更が生じた場合、事情によりオブザーバーメンバー登録を取りやめたい場合は、速やかに事務局へご連絡ください。また、長期間ご連絡がない場合、登録を取り消す場合があります。
・オブザーバーメンバーは、本フォーラムを通じて得られた公知以外の情報を第三者に開示又は漏えいすることが禁じられます。退会後も同様です。



（以上）
